
 

 

Ⅰ 令和４年度公益財団法人佐野市民文化振興事業団事業計画  

  （令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）  

 

１．基本方針 

平成２０年に公益法人制度改革関連三法が施行されたことに伴い、平成６年

設立の佐野市民文化振興事業団は、平成２４年４月１日から「公益財団法人」

として新たに運営を開始した。新公益法人制度の下では、評議員及び役員の法

人に対する責務がこれまで以上に明確になり、各人がそれぞれに役割を果たし

健全な法人運営に関わっていくことが求められている。 

当財団は、設立以来これまで公債の運用益に頼り事業を展開してきたが、比

較的利回りの良かった時期の債券が次々に満期償還を迎えており、年々収入は

厳しさを増している。そのため、令和３年度に資金運用規程を改訂し、今後は

安定性を重視しながらも時代に即した資金運用を図っていく。また、長らく懸

案であった事務局の独立を令和３年４月１日に実現して職員を任用しており、

公益目的事業を安定的に展開していくためには、継続的な収益事業の導入が求

められることから、その方策について積極的に検討を進めていく。 

令和４年度は、当財団の基本理念である「すべての市民が優れた文化環境の

もとで、うるおいと活力のある生活を営める地域社会の実現」を目指し、事務

局体制を整えつつ時代が求める各種事業を展開し、一方で、文化活動に関わる

人材育成も積極的に担っていく。また、令和４年４月１日に公益財団法人化を

果たして１０年を迎えることから、１０周年記念事業を実施する。 

 

２．公益目的事業 

 

【１】芸術・文化に触れる機会を提供することを目的とした鑑賞、企画展共催

事業、講座 

舞台や演奏会などの鑑賞事業や文化・芸術に関する講座等を実施し、一方

で地域の美術館や博物館等と共催するなどして、広く市民へ芸術・文化に触

れる機会を提供する。また、市民がそれぞれの立場で文化的営みを行い、自

己実現を図り、活力のある地域社会の文化的創成に寄与できるよう、セミナ

ーなどを通して活動を支援する事業を実施する。 

 

１．芸術・文化鑑賞事業 

地域における文化的環境の醸成と市民生活の充実、地域社会の文化的発展

を目指して、身近な場所で芸術・文化を鑑賞できる事業を実施する。 

 

① 短編映画・音楽鑑賞 

・内容：公益財団法人化 10 周年記念事業として、佐野市在住監督の短編

映画作品を上映し鑑賞する。また映画で用いられた天明鋳物作品とその製

作過程映像も大ホールホワイエにて公開し、天明鋳物に対する興味関心を



 

 

高める機会を市民に提供する。なお、記念事業当日は、文化講演会に先立

ち音楽鑑賞(オープニングコンサート)を実施する。 

＊音楽鑑賞(ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄ)－実施日： 

12 月 3 日(土) 午後 1：00～（40 分程度予定） 

－対象人数：500 人 

－場所：佐野市文化会館 

 

【10 周年記念文化講演会  午後 2：00～3：30（予定）】 

 

＊短編映画鑑賞     －実施日： 

12 月 3 日(土) 午後 4：00～（30 分程度予定） 

－対象人数：500 人 

－場所：佐野市文化会館 

 

② 美術館・博物館コンサート 

・内容：美術館・博物館と演奏者をコーディネイトし、市民に生の音楽を

気軽に鑑賞する機会を提供し、併せて美術や資料鑑賞の機会を提供する。 

・実施場所及び実施時期：協力美術館・博物館及び出演者と調整後決定  

・対象人数：会場の規模によるが 15～30 人程度を想定 

 

③ コンサートオンライン配信 

・内容：令和 3 年度に開催し好評を博した唐沢山秋のさわやかコンサート

の模様をオンライン配信して、もう一度当日の雰囲気を味わいたい人たち

や来場できなかった方たちに鑑賞できる機会を提供する。 

・配信開始：上半期 ・配信回数：それぞれ一定期間７回に分け実施 

 

２．美術品・歴史資料展示及び企画展共催事業 

 地域の博物館・美術館・文化施設等と連携しながら、佐野の芸術・文化や

歴史をテーマに、良質な美術品や貴重な資料などを企画展示し、市民の興味

関心を高めて郷土への理解や愛着を深める事業を実施する。 

 

① 郷土博物館企画展共催 

・内容：郷土博物館と連携し、春の企画展を「佐野の近代と田中正造」(仮

称)をテーマに、秋の企画展を「三毳山周辺の古代生産遺跡」(仮称)をテ

ーマに、それぞれ専門職員と協力して平易で分かりやすい解説パンフレッ

トを作成し、知られてこなかった奥深い郷土の理解促進を図り、一方で、

青少年やふだん博物館に足を運ばない市民の方々に対してもわが街の文

化や歴史について、興味関心の醸成に繋がる企画展を開催する。 

・連携先：郷土博物館 

・春の企画展（ 5 月）－パンフレット 500 部作成 



 

 

・秋の企画展（10 月）－パンフレット 500 部作成 

 

３．芸術・文化講座及び体験・人材育成セミナー 

 芸術・文化に対する興味関心の醸成と市民意識の高揚、市民自らの主体的

な文化活動を促進するため、講座やセミナーを実施して芸術や文化に関する

志向性の浸透を図り、文化活動を担う人材育成のための事業を実施する。 

 

① 10 周年記念文化講演会 

・内容：公益財団法人化 10 周年記念事業として、第一線で活躍する佐野

市ゆかりの識者による一般向け講演会、並びに平和な暮らしと文化に関す

る児童生徒向け講演会・対話集会等を開催する。なお、学校での講演等は、

小学校 1 校・中学校 1 校程度を予定するが、希望の状況により変更する。 

 

 ＊児童生徒向け講演等－実施日：12 月 2 日(金) 午前～午後（予定） 

           －対象学年等：学校側の希望による 

           －場所：各学校 

 ＊一般向け講演会  －実施日：12 月 3 日(土) 午後 2：00（予定） 

           －対象人数：500 人  

           －場所：佐野市文化会館 

 

② スタンウェイを奏でよう！ 

・内容：公益財団法人化 10 周年記念事業の一環として、文化会館のステ

ージ上で、スタンウェイ・グランドピアノを希望者に無料で開放し、ふだ

んでは奏でることのできない音色を体験する機会を提供する。 

・実施日：12 月 3 日(土) 9：00～12：00、１人当たり 20 分（予定） 

・対象人数：8 人（子供～大人までを対象とし、希望者多数の場合は抽選） 

 

③ 壁画アートプロジェクト 

・内容：東児童館を会場として、子供たちに宮沢賢治の物語を読み聞かせ

て、その物語を壁画として表現するアート制作体験講座を実施する。 

・実施日：夏休み期間中の２日間 

・対象者：子供クラブ等で東児童館を利用している小学生 

 

④ 佐野再発見専門講座 

・内容：令和 3 年度専門講座修了者等で引き続き専門的な講座を希望する

人たちの意見も取り入れて、佐野の歴史や芸術・文化に関するテーマを設

定し、地域の魅力や奥深さを再発見する講座を実施する。 

・テーマ：「佐野の魅力と奥深さを再発見する」 

・実施時期：下半期 ・対象人数：20 人 ・場所：郷土博物館等 

 



 

 

⑤ 文化活動人材育成セミナー 

・内容：10 周年記念事業の企画運営スタッフなどでの活動を目指し、令和

3 年度人材育成セミナー修了者等の市民参画による新たな運営方法でセミ

ナーを実施する。 

・テーマ：「新たな出会いから生まれる豊かさ」 

・実施開始：上半期 ・対象人数：20 人 ・場所：郷土博物館等  

 

⑥ 文化活動フォローアップ 

・内容：令和 3 年度の人材育成セミナー修了者等に対し、引き続き活動を

希望する人に対し文化活動支援を行う。事業団が進める事業への参加協力、

並びにグループ育成や主体的な文化活動の取り組みなど、希望者の意識や

趣向に合わせて市民の文化活動を支援する。 

 

【２】市民の芸術・文化活動や伝統文化の保存・人材育成を担う団体に対する

助成・支援事業 

精神的豊かさを求める市民の文化的活動や歴史や伝統に根ざした文化の

継承・人材育成を支援することで、芸術・文化の振興を図る事業である。 

  

１．地域の芸術・文化振興活動事業育成助成金 

市内で芸術・文化活動を行っている団体が主催する地域文化の向上を目的

とする事業で、団体活動の特色を活かし、個性豊かな地域文化を創造する事

業が該当する。 

 

 ２．地域伝統文化保存育成事業活動助成金 

   国、栃木県、佐野市の指定となった伝統文化の保存や民俗文化財の継承、

団体の育成を目的とした事業が該当する。 

 

【３】芸術・文化に関する情報収集・提供事業 

１． 事業団報『かがやき』２８号を市内全戸に配布すると共に、市内公共施

設等の情報発信コーナーにも置いて来場者に供する。 

 

２．広報誌・インターネットの活用 事業のＰＲのために、市の広報紙や、

新聞、ケーブルテレビ等を活用し、積極的に市民への情報提供を行うほか、

ホームページの充実を図り、事業・イベント情報を随時発信する。 

 

【４】各種団体事業への後援 

   各種団体等が実施する事業のうち文化振興にかかる各種事業について、

当財団が適当であると認めたものに後援名義の使用を承認する。 

  名義後援とは、当財団がその企画やイベントの趣旨に賛同していること

を表すものであり、資金・物資・人的援助等は特に行わない。 



 

 

３．令和４年度 公益財団法人佐野市民文化振興事業団行事予定表 

 

実施 事業名および内容 摘 要 

４月 令和３年度事業・決算監査 会場：郷土博物館 

５月 

通常理事会 会場：郷土博物館 

博物館共催企画展 

「佐野の近代化と田中正造」(仮称) 
会場：郷土博物館 

人材育成セミナー開講 会場：郷土博物館等 

６月 定時評議員会 会場：郷土博物館 

８月 

経営状況の報告 報告：佐野市議会（９月議会） 

壁画アートプロジェクト 会場：東児童館 

９月 事業団報『かがやき』２８号発行 配布：市内全戸、公共施設等 

10 月 
博物館共催企画展 

「三毳山周辺の古代生産遺跡」(仮称) 
会場：郷土博物館 

12 月 

３日 

10 周年記念イベント 

 ・スタンウェイを奏でよう！ 

 ・オープニングコンサート 

 ・10 周年記念講演会 

 ・短編映画鑑賞 

会場：文化会館 

１月 佐野再発見講座開講 会場：郷土博物館等 

２月 通常理事会・臨時評議員会 会場：郷土博物館 

年間 

美術館・博物館コンサート 会場及び時期：未定 

コンサートオンライン配信 開始：上半期 

文化活動フォローアップ 支援：随時 

文化活動・伝統文化団体助成 対象：該当団体 

その他臨時の理事会・評議員会 会場：郷土博物館(開催の場合) 
  


